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質問書に対する回答 

 

令和 8年 6月 18日 

 

 吹田市統一納付書等による納入金コンビニエンスストア等収納代行業務に係る制限付一

般競争入札に関する質問書に関し、下記のとおり回答します。 

 

    

項番  資料名、頁数 質疑内容 回答 

１ 仕様書 3ページ 「6 収納金の取扱い (1)

払い込みについて」にて事

前に協議して決める予定日

に払い込むことが規定され

ておりますが、現在の振込

スケジュールに則った予定

日への振込から変更がない

という認識でよろしいでし

ょうか。 

 

お見込のとおりです。 

２ 

 

仕様書 4ページ コンビニ仕様書「7 書類等

の保存」にて紙による書類

保存について定められてお

りますが、総務省主導の下

コンビニ保管書類が電子保

管に、納付の受付フローが

来年度より変更となる見込

みです。 

その際は上記決定事項に則

り変更契約等で調整させて

いただきたく存じます。 

現在、総務省主導により本件

に係る運用変更が進められ

ており、その決定事項に則り

調整いたします。 

３  貴庁都合で契約途中に印刷

テストや伝送テスト等の各

種テスト対応が発生する場

合、別途テスト費用を貴庁

宛にご請求する運びとなり

本市都合の追加業務に係る

費用につきましては、本市負

担となります。 
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ますのでよろしくお願いい

たします。 

４ 制限付一般競争入

札実施要領 ２ 

統一納付書等による納入金

とのことですが、収納科目

が不明瞭です。どのような

収納科目を本件では収納す

るのでしょうか。 

全ての科目が対象となりま

す。 

５ 制限付一般競争入

札実施要領 １０

（２） 

「業務実施にあたり必要な

準備業務については、受託

者の責任で実施すること。

よって、本市は準備業務に

係る費用を別に支払わな

い。」とございますが、これ

は履行期間前の準備業務の

みを指しますか。 

履行期間内に吹田市様の印

刷機器やシステムを変更す

る場合があるかと思いま

す。その場合にはバーコー

ド読み取り等の試験が必要

になりますが、別途ご請求

させていただくことは可能

でしょうか。 

準備業務とは履行期間前の

業務のみを指すものです。 

履行期間内の仕様書に定め

のない本市都合の追加業務

に係る費用につきましては、

本市負担となります。 

６ 制限付一般競争入

札実施要領 １５ 

選択肢として（１）～（４）

が示されていますが、（１）

～（４）の代わりに他自治体

様の履行実績や財務諸表等

の提示により受託者が当該

契約期間を全うできるかど

うかをご判断いただくこと

はできませんか。 

吹田市財務規則第115条を

拝見すると、（７）（９）のよ

うな記載があることから、

ご質問します。 

一般競争入札にて決定され

た場合、実績を持っての免除

は適用されません。 

７ 制限付一般競争入

札実施要領 １６ 

委託者受託者間の収納代行

契約書の他、コンビニ等を

発注者と受注者の二者間契

約とします。 
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含めた甲乙丙ないしは甲乙

丙丁の基本契約書の締結を

希望します。 

吹田市財務規則第113条を

拝見しますと「基本契約」と

いう文言があることから、

吹田市様として基本契約書

の別途締結は不可能ではな

いと思い、質問します。 

８ 

 

 

仕様書（コンビニ

分）２（２）ウ 

 

仕様書（APP決済分）

２（２）ウ 

本業務に関係する業者との

打ち合わせは、オンライン

による実施、ないしはオン

ライン参加はできますか。 

落札決定後に協議すること

とします。 

９ 

 

 

仕様書（コンビニ

分）３（１） 

くらしハウスは、株式会社

ポプラより「2026年3月末時

点で全店舗閉店」と伺って

おります。 

当該店舗に関連する事務処

理は不要としてください。 

１０ 仕様書（コンビニ

分）３（２） 

コンビニチェーン固有の電

子マネーにより、店頭で収

納できる例外があります。

収納代行業者によらず共通

の事項ですので、「現金で」

ではなく「現金等で」として

いただけますでしょうか。 

仕様書のとおりとします。 

１１ 仕様書（コンビニ

分）７ 

日本代理収納サービス協会

より通達がありましたとお

り、2027年度より済通の運

用が変更になった場合、保

管方法につきましては別途

ご相談させていただけます

ようお願いいたします。 

回答２のとおりとします。 

１２ 仕様書（APP決済分）

３（１） 

ゆうちょ銀行によると、ゆ

うちょPayは2026年12月20

日をもって終了するとして

います。本契約の履行期間

開始時点からの新規加入は

仕様書のとおりとします。 
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困難ですので、ゆうちょPay

は必須から除いていただけ

ますでしょうか。 

 


